
●事務事業整理表

（単位：千円）

所 管 課 名 予算事業名 №
事 業
区 分

事 務 事 業 （ 業 務 ） 名 事 業 目 的 対 象 者 主 な 内 容 総 事 業 費 総合評価 今後の方向性

防犯・交通
安全課

防犯のまち
づくり推進

1 ① 防犯のまちづくり推進

　犯罪を誘発する機会を減じ、犯罪を起
こさせない地域環境づくりを行う「防犯
のまちづくり」を推進する。

市民
地域組織
事業者
関係団体等

　行政と警察の連携の下、地域等と協働
で防犯講話やキャンペーン等を行い防犯
意識の向上を図るとともに、自主防犯パ
トロール等を促進し、地域における防犯
体制の整備を図る。

19,843 A 継続

2 ① 空家等の適切な管理の調整

　空家等が管理不全となることを防止す
ることにより、生活環境の保全及び安全
安心なまちづくりを推進する。 市民

事業者

　管理不全な状態にあると認められる空
家等が適切に管理されるための必要な措
置について調整・指導等を行う。 8,764 A 継続

防犯灯整備 1 ① 防犯灯整備

　夜間の犯罪予防のための地域環境づく
りとして、防犯灯の設置、維持管理を行
うことにより、「防犯のまちづくり」を
推進する。

地域組織 　自治会と協働で防犯灯の新設(ＬＥＤ)
及び既設防犯灯の維持管理を行うととも
に当該自治会に対して、電気料の補助を
行う。

76,434 A 継続

交通安全施
設整備

1 ① 交通安全施設整備

　交通安全施設を整備することにより、
交通事故防止を図る。

市民

　見通しの悪い交差点等へのカーブミ
ラーの設置や、交通事情に対応した道路
区画線等及び標識・看板の設置をする。 48,178 A 継続

2 ① ゾーン３０事業

　生活道路における歩行者等の安全な通
行を確保する。

市民

　区域（ゾーン）を定めて最高速度３０
㎞／ｈの速度規制及びその他の安全対策
を必要に応じて組み合わせて実施する。 4,948 A 継続

自転車駐車
場施設整備

1 ⑤ 自転車駐車場施設管理

　自転車利用者の利便性のために設置し
た市営自転車駐車場の管理を行う。

指定管理者

　市営自転車駐車場８か所を一括して、
公益社団法人川越市シルバー人材セン
ターを指定管理者として、管理を委託す
る。

116,136 A 継続

2 ⑤ 自転車置場管理

　駅周辺に無料の自転車置場を整備し、
駅周辺の放置自転車を減らし、環境の美
化を図る。 市民（自転車利用

者等）

　新河岸駅第一・第二、南大塚駅南口・
北口自転車置場等の維持管理をする。

20,020 A 継続

放置自転車
防止対策推
進

1 ① 放置自転車防止対策推進

　市民の生活環境の障害となる公共の場
所における自転車の放置を防止し、その
良好な生活環境を保持する。 市民（自転車利用

者等）

　駅周辺の自転車等の置き方指導、放置
自転車の撤去・移送・返還・処分、放置
自転車対策審議会の開催、放置自転車防
止のための啓発・環境づくりをする。

41,254 A 継続

交通安全教
育推進

1 ① 交通安全教育推進

　各季の交通安全運動や交通安全教育を
通じて、交通安全意識の醸成やマナーの
向上を図り、交通事故の防止を図る。 市民

・春、秋の全国交通安全運動
・夏、冬の交通事故防止運動
・交通安全教室
・登校指導

17,237 A 継続

2 ①
川越市交通安全推進協議会実施事業補助
金

　交通環境の改善に係る市民運動の推進
及び各種の指導措置により、市民生活の
安全を確保する。 川越市交通安全推

進協議会

　実施事業補助金の支給

3,961 A 継続

3 ① 川越市交通安全母の会実施事業補助金

　幼児・児童及び高齢者を交通災害から
守り交通事故をなくして、明るい平和な
地域社会をつくる。 川越市交通安全母

の会

　実施事業補助金の支給

2,808 A 継続
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4 ① 川越交通安全協会実施事業補助金

　交通安全思想の高揚を図り、併せて交
通の安全及び円滑並びに交通秩序の確立
に寄与する。 川越交通安全協会

　実施事業補助金の支給

1,550 A 継続

5 ① 川越市交通指導員会実施事業補助金

　道路交通の安全を保持するため、研修
会等を通じて交通指導員の資質向上を図
る。 川越市交通指導員

会

　実施事業補助金の支給

2,335 A 継続

6 ① 川越市交通遺児奨学金の支給

　交通事故によって遺児となった者に対
し交通遺児奨学金を支給し、もって遺児
の健全な育成に寄与する。 市民（交通遺児）

　交通事故により死亡した親権者（これ
に準ずる者を含む。）によって養育され
ていた者で、義務教育課程にある児童又
は生徒に月額２千円を各年度９月、３月
の２回に分けて支給する。

836 A 継続

安全安心通
学路対策

1 ① 通学路の安全対策

  通学時の児童・生徒の安全を確保す
る。

市民（児童・生
徒）

  小・中学校等の通学路の安全対策を実
施する。(グリーンベルト等の設置）

15,131 A 継続


